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株主の皆様へ
　

　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあ
げます。
　このたび、当社の第38期（2018年４月１日
から2019年３月31日まで）が終了いたしまし
たので、事業の概況をご報告申しあげます。

　
　
　

2019年６月
　

代表取締役社長

事業報告書 2019年05月23日 13時48分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



　　 　 　 　
　 　 1 　
　　 　 　 　

　　 　 　 　

第38期定時株主総会招集ご通知添付書類

事業報告 （2018年４月１日から2019年３月31日まで）

1. 当社グループの現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果
　当連結会計年度の当社グループ（当社お
よび連結子会社）の業績は、主力とするビ
ルサッシを中心とした建材事業分野におい
ては、新設住宅着工戸数はほぼ前年並みに
推移しましたが、市場動向や競争激化によ
り、事業環境は厳しさを増しております。
形材外販事業においては、アルミ地金市況
に連動して売上高は伸びましたが、競争激
化や諸資材価格の上昇などにより利益面で
厳しい状況が続いています。
　この結果、当連結会計年度の業績は、売
上高９８２億５千４百万円（前年同期比
０．１％増）、営業利益８億２千１百万円
（前年同期は営業利益１７億７千万円）、経
常利益９億４千１百万円（前年同期は経常
利益１８億６千２百万円）、親会社株主に
帰属する当期純利益６億１千５百万円（前
年同期は親会社株主に帰属する当期純利益
１６億３千９百万円）となりました。
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営
の重要課題の一つと位置づけ、安定的な配
当を基本におくとともに、業績を勘案しつ
つ株主の皆様への利益還元を図っておりま
す。

　

このようなことから、今期の配当につきま
しては、前期と同様に１株当たり１円５０
銭とさせていただく予定です。
　
〔建材事業〕
　建材事業においては、住宅建材事業は高
断熱商品拡販により堅調に推移しました
が、ビル新築事業における競争激化やリニ
ューアル市場の低迷などにより、売上高は
７０２億９千万円（前年同期比０．９％
減）、セグメント利益２１億７百万円（前
年同期はセグメント利益２５億５千５百万
円）と減収減益になりました。
〔形材外販事業〕
形材外販事業においては、アルミ地金市
況に連動した販売単価上昇により、売上高
は２２５億１千９百万円（前年同期比３．
１％増）と増収になりましたが、競争激化
や諸資材価格の上昇により、セグメント利
益５千３百万円（前年同期はセグメント利
益３億９千８百万円）と減益になりまし
た。

　

（単位：百万円）
事 業 別 売 上 高 (前期比増減率) セグメント利益 (前年同期)

建 材 事 業 70,290 (△0.9％) 2,107 (2,555)
形 材 外 販 事 業 22,519 (3.1％) 53 (398)
環 境 事 業 3,130 (△6.7％) 106 (204)
そ の 他 2,314 (13.8％) 101 (50)
（注）その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産、運送、保管管理等を含んでおります。
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〔環境事業〕
　環境事業においては、プロセス管理を徹
底し利益率の改善を図ったものの、市町村
合併などの影響による焼却施設に係る事業
環境の変化により、売上高は３１億３千万
円（前年同期比６．７％減）、セグメント
利益１億６百万円（前年同期はセグメント
利益２億４百万円）と減収減益となりまし
た。
〔その他〕
　その他には、不動産・運送・保管管理等
がありますが、売上高は２３億１千４百万
円（前年同期比１３．８％増）、セグメン
ト利益は１億１百万円（前年同期利益５千
万円）となりました。
　
(2) 対処すべき課題
　今後のわが国における建築市場は、2020
年の東京オリンピック後も首都圏における
大型再開発の計画が見込まれるものの、建
設費の高止まりや着工数の減少など厳しい
事業環境が続くものと予想しており、ま
た、原材料の価格変動が事業収益への懸念
材料となっております。
　このため当社グループが対処すべき課題
として、コア事業である建材事業・形材外
販事業の安定的な収益確保、潜在成長力が
高いリニューアル事業および環境事業の基
盤強化、売上高1,000億円の早期実現と利
益率アップ、海外事業の再構築と認識して
おります。

　これらの課題に対処するため、2017年度
から2020年度における４ヵ年の中期経営計
画「創造」を推進しております。
　2018年度までの進捗状況および施策は以
下の様になります。
［コア事業］
　ビル建材事業は、建設業界の労働力不
足および東京オリンピックの影響等によ
り一般工事が減少し競争が激化しました。
そのため、提案力および営業・設計・生
産・施工までの一気通貫したプロセス管
理を強化するとともに、 差別化商品や環
境対応商品を開発し市場に投入をしてい
きます。
　住宅建材事業は、高断熱サッシの商品
開発により拡販し堅調に推移しました。
今後は、リフォーム専業者のグループ化
(Ｍ＆Ａ)により地域戦略強化を推進し、全
国の販売会社へ水平展開をしていきます。
　形材外販事業は、樹脂サッシ化や地金
価格高騰等の市場環境の変化によりアル
ミ建材の収益環境が厳しい状況となりま
した。そのため、非建材商品の商品開発
提案による販売強化ならびに加工品等の
生産対応力の強化を推進していきます。

［注力事業］
　リニューアル事業は、首都圏を中心に
新築需要が旺盛で市場が停滞いたしまし
た。2018年度にエリア拡大策として福岡
に進出し、2019年度、防水・塗装工事を

事業報告書 2019年05月23日 13時48分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



　　 　 　 　
　 　 3 　
　　 　 　 　

　　 　 　 　

　 　

主体事業とするリニューアル会社とのア
ライアンスにより事業領域を拡大いたし
ます。
　環境事業は、シェアアップに向け体制
強化および業務効率化を推進します。

［成長事業］
　海外事業は、ベトナム・フィリピンを
中心としたＡＳＥＡＮ地域での受注強化
を推進し、台湾においては太天興業との
合弁会社である不二太天にて大型案件受
注に取組み中です。
　光建材事業は、建築化照明の拡がりと
ともにアルビームシステムが建材事業の
差別化商品として受注を拡大してまいり
ます。
　マグネシウム事業は、中長期を視野に
産学官での共同開発を推進してまいりま
す。

　この様に中期経営計画「創造」を推進し
ておりますが、当連結会計年度の事業実績
および今後の事業環境を勘案し、2020年度
の数値の見直しをいたしました。
　中期経営計画最終年度である2020年度に
おける次の数値目標に向けて、これらの諸
施策に取組み、株主の皆様をはじめ、すべ
てのステークホルダーの皆様に選ばれる企
業となるべく事業を展開してまいります。

　

　中期経営計画「創造」数値目標
2020年度

売上高 1,050億円以上
営業利益 16億円以上
営業利益率 1.5％以上
純資産 210億円以上
自己資本比率 22.5％以上
配当性向 15.0％以上
D/Eレシオ 1.1 以下

(3) 設備投資の状況
　当社グループでは、生産部門の設備更
新等により、２３億５千６百万円（国庫
補助金等による圧縮記帳額５百万円控除
後）の設備投資を実施いたしました。
　当社においては、加工設備の設備更新
を中心に９億３千２百万円、不二ライト
メタル㈱においては、押出設備を中心に
１３億１千９百万円（国庫補助金等によ
る圧縮記帳額５百万円控除後）の設備投
資を実施いたしました。

(4) 資金調達の状況
　㈱りそな銀行と総額９５億円のコミッ
トメントライン契約を締結しており、当
連結会計年度末における借入実行残高は
４１億円となっております。

(5) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の
状況
　該当する事項はございません。
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(6) 財産および損益の状況の推移
　

区 分
2015年度
第 35 期

2016年度
第 36 期

2017年度
第 37 期

2018年度
第 38 期

(当連結会計年度)

（自2015年４月１日
至2016年３月31日）（自2016年４月１日

至2017年３月31日）（自2017年４月１日
至2018年３月31日）（自2018年４月１日

至2019年３月31日）
売 上 高 (百万円) 97,704 94,322 98,137 98,254
経 常 利 益 (百万円) 2,233 2,368 1,862 941
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 1,276 4,350 1,639 615
１株当たり当期純利益 　 (円) 10.11 34.47 12.99 4.88
総 資 産 (百万円) 83,217 85,467 90,952 90,501
純 資 産 (百万円) 12,449 17,574 19,320 19,724

　

（注）１株当たり当期純利益は、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」を適用して算出しております。
　

≪2015年度(第35期)≫
建材事業におきましては、国内ビル新築事業・リニ
ューアル事業を中心に建築需要を確実に取り込み、
営業プロセスの徹底した効率化を推進した結果、増
収増益となりました。
形材外販事業におきましては、国内市場の需要減少
および競争激化に加え、不二サッシマレーシア社の
事業縮小などにより、減収減益になりました。
環境事業におきましては、薬剤販売等に注力し、増
収になりましたが固定費の増加および外注費の高騰
により減益となりました。
このような状況のもと、財務上の重要な課題であっ
た優先株式30億円の処理を完了いたしました。
また、18年ぶりに復配を実現しました。
≪2016年度(第36期)≫
建材事業におきましては、新設住宅着工戸数は持ち
直したものの、マンション販売戸数減少の影響など
から、減収減益となりました。
形材外販事業におきましては、海外での事業縮小や
アルミ地金市況および為替変動により減収になりま
したが、物量拡大やコスト削減により、黒字に転換
しました。

環境事業におきましては、完了工事が少なかったこ
となどから減収になりましたが、営業プロセスの効
率化の推進などにより増益となりました。
このような状況のもと、経営課題に対処するため、
2017年度から2020年度における４ヵ年の中期経営計
画「創造」を策定しました。
≪2017年度(第37期)≫
建材事業におきましては、厳しい競争激化の中、ビ
ル建材事業における短納期物件等の取り込みや、住
宅建材事業での取扱商品の拡充等の結果、増収とな
りましたが、アルミ地金価格の上昇や固定費の増加
により減益となりました。
形材外販事業においては、アルミ地金市況に連動し
た販売単価上昇と海外子会社の工場閉鎖による影響
が減少し、増収増益となりました。
環境事業におきましては、営業プロセスの効率化の
推進などにより、増収増益となりました。
このような状況のもと、期末配当を１株あたり50銭
増配し、１円50銭といたしました。
≪2018年度(第38期)≫
前記「(1) 事業の経過およびその成果」に記載のとお
りであります。
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(7) 主要な事業内容 （2019年3月31日現在）
　① サッシその他の建築材料の製造・販売・施工
　② 各種アルミニウム製品の製造・販売・施工
　③ 環境保全用機器・設備の製造・販売・施工
　④ 取替サッシ、ビル外壁改装の製造・販売・施工
　
(8) 主要な事業所 （2019年3月31日現在）
　

会 社 名 事 業 所 名 所 在 地 会 社 名 事 業 所 名 所 在 地
不二サッシ株式会社 本 社 神奈川県川崎市 関西不二サッシ株式会社 本 社 大 阪 府 高 槻 市

営 業 本 部 東 京 都 品 川 区 日海不二サッシ株式会社 本 社 石 川 県 金 沢 市
関 東 支 店 埼玉県さいたま市 不二サッシリニューアル株式会社 本 社 神奈川県川崎市
東 京 支 店 東 京 都 品 川 区 不二倉業株式会社 本 社 東 京 都 品 川 区
横 浜 支 店 神奈川県横浜市 協同建工株式会社 本 社 神奈川県大和市
名古屋支店 愛知県名古屋市 北海道不二サッシ株式会社 本 社 北 海 道 札 幌 市
大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市 株式会社不二サッシ東北 本 社 宮 城 県 仙 台 市
中四国支店 広 島 県 広 島 市 株式会社不二サッシ関東 本 社 東 京 都 文 京 区
シンガポール支店 シ ン ガ ポ ー ル 株式会社不二サッシ東海 本 社 愛 知 県 稲 沢 市
千 葉 工 場 千 葉 県 市 原 市 株式会社不二サッシ関西 本 社 大 阪 府 吹 田 市
大 阪 工 場 大 阪 府 高 槻 市 株式会社不二サッシ中四国 本 社 広 島 県 福 山 市

不二ライトメタル株式会社 本 社 熊 本 県 玉 名 郡 株式会社不二サッシ九州 本 社 福 岡 県 福 岡 市
東日本事業部 千 葉 県 市 原 市 奈良不二サッシ販売株式会社 本 社 奈 良 県 奈 良 市
東 京 支 店 東 京 都 中 央 区
大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市
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(9) 重要な子会社の状況
① 重要な子会社の状況

　

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容
百万円 ％

不二ライトメタル株式会社 2,000 100.0 各種アルミニウムその他の金属製品の設
計・製造・販売・施工

関西不二サッシ株式会社 100 100.0 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工
日海不二サッシ株式会社 100 99.9 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工
不二サッシリニューアル株式会社 90 100.0 取 替 サ ッ シ、 ビ ル 外 壁 改 装 ・ 販 売
不 二 倉 業 株 式 会 社 400 100.0 貨物自動車運送業
協 同 建 工 株 式 会 社 50 100.0 建築工事ならびに内装工事の請負および施工
北海道不二サッシ株式会社 20 100.0 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工
株式会社不二サッシ東北 230 100.0 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工
株式会社不二サッシ関東 100 100.0 サッシその他の金属製建具の販売・施工
株式会社不二サッシ東海 50 100.0 サッシその他の金属製建具の販売
株式会社不二サッシ関西 50 100.0 サッシその他の金属製建具の販売
株式会社不二サッシ中四国 100 100.0 サッシその他の金属製建具の販売・施工
株式会社不二サッシ九州 250 100.0 サッシその他の金属製建具の製造・販売・施工
奈良不二サッシ販売株式会社 40 100.0 サッシその他の金属製建具の販売

　

（注）1. 不二サッシサービス株式会社は、重要性が乏しくなったため、重要な子会社として記載しておりません。
2. 当社は、2019年４月23日開催の取締役会において、日本防水工業株式会社および日本スプレー工業株式会社の株式を取得し、
子会社化することについて決議しました。また、2019年４月25日付で株式譲渡契約を締結し、2019年５月８日に当該株式を
取得いたしました。

　② 事業年度末日における特定完全子会社の状況
　

該当する事項はございません。
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(10) 従業員の状況 （2019年3月31日現在）

事業の種類別セグメント名 従業員数 前期末比増減
建 材 事 業 1,896 名 36 (増) 名
形 材 外 販 事 業 891 13 (増)
環 境 事 業 43 0 (－)
そ の 他 111 3 (増)
全 社 ( 共 通 ) 61 2 (増)

合 計 3,002 54 (増)
　

（注）1．その他は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
2．全社（共通）として記載されている従業員は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであ
ります。

　
(11) 主要な借入先 （2019年3月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高
百万円

株式会社 り そ な 銀 行 4,369
（注）上記金額には、㈱りそな銀行との総額95億円のコミットメントライン契約に基づく、借入実行残高41億円が含まれ

ております。
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2. 株式に関する事項（2019年３月31日現在）

　(1) 発行可能株式総数 157,000,000株
　(2) 発行済株式の総数 126,267,824株（うち、自己株式の数74,270株）

　(3) 株 主 数 21,905名
　(4) 大株主（上位１０名）
　

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
　千株 　％

文化シヤッター株式会社 29,626 23.48

大栄不動産株式会社 5,349 4.24
蛇の目ミシン工業株式会社 2,100 1.66
株式会社りそな銀行 1,857 1.47
不二サッシ社員持株会 1,649 1.31
大日メタックス株式会社 1,530 1.21
三井物産株式会社 1,474 1.17
株式会社埼玉りそな銀行 1,438 1.14
野村信託銀行株式会社（投信口） 1,181 0.94
上田八木短資株式会社 993 0.79

　

　（注）持株比率は、自己株式（74,270株）を控除して計算しております。
　

3. 新株予約権等に関する事項（2019年３月31日現在）
　 該当する事項はございません。
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4. 役員に関する事項（2019年３月31日現在）
(1) 当社の取締役および監査役
　

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 吉 田 勉 社長執行役員

代 表 取 締 役 石 堂 金 也 専務執行役員、経営企画室担当

取 締 役 岡 野 直 樹 常務執行役員、営業本部長

取 締 役 緒 方 右 武 大栄不動産㈱社外取締役

取 締 役 鈴 江 孝 裕 鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長

常 勤 監 査 役 磯 典 雄

監 査 役 妹 尾 佳 明 弁護士（ＭＯＳ合同法律事務所）

監 査 役 佐 々 木 茂 大栄不動産デベロップメント㈱代表取締役社長
　

（注） 1．取締役のうち緒方右武、鈴江孝裕の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。なお、当社は両氏を東
京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2．監査役のうち妹尾佳明、佐々木 茂の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。なお、当社は妹尾佳
明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社経営陣幹部の選任、取締役・監査役候補者の指名に関しては、定款における員数上限および「常
勤役員年齢上限内規」に基づき、独立社外取締役が参画する「役員人事・報酬協議会」において人事案
を策定し、取締役会における役員選任議案の承認決議を経て、株主総会に上程いたします。
　なお、当社取締役および執行役員ならびに監査役候補者の指名方針に関しては、「コーポレートガバナ
ンス基本方針」第５条および第６条に記載のとおりです。
　（http://www.fujisash.co.jp/hp/company/governance/）
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(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は会社法第427条第１項に基づき、各社外取締役および各社外監査役との間で責任限定
契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金５百万円または法令の定
める最低責任限度額のいずれか高い額となります。

(3) 取締役および監査役の報酬等の総額
① 報酬の額

　

区 分 支 給 人 員 支 給 額
取 締 役 ５名 １０５,９５１ 千円
（うち社外取締役） （２名） ９,７８０ 千円
監 査 役 ３名 ２３,８８０ 千円
（うち社外監査役） （２名） ９,０６０ 千円
合 計 ８名 １２９,８３１ 千円

　

（注）1．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2．取締役の報酬限度額は、1990年６月28日開催の第９期定時株主総会において、年額４億５千万円以内（ただし、使用人分
給与は含まない。）と決議いただいております。

3．監査役の報酬限度額は、1990年６月28日開催の第９期定時株主総会において、年額８千万円以内と決議いただいておりま
す。

　
②報酬等の決定に関する方針
　当社取締役および執行役員の報酬に関しては、独立社外取締役が参画する「役員人事・
報酬協議会」において各期の業績・成果に見合った個別役員の報酬額の案を協議のうえ策
定し、取締役会において決定しております。
　当社取締役および執行役員の報酬は固定報酬と業績連動報酬で構成され、業績評価に基
づき決定されます。
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(4) 社外役員に関する事項
　

　①重要な兼職先と当社との関係
区 分 氏 名 重要な兼職先 当社との関係

社外取締役 緒 方 右 武 大栄不動産㈱
社外取締役

大栄不動産㈱は当社の大株主であり、当社は同社との間で、
不動産仲介での取引があります。

社外取締役 鈴 江 孝 裕 鈴江コーポレーション㈱
代表取締役会長

当社子会社の不二倉業㈱と同社との間で運送業に関して取
引があります。

社外監査役 妹 尾 佳 明 弁護士
（ＭＯＳ合同法律事務所）

当社と妹尾佳明弁護士および同事務所との間に重要な取引そ
の他関係はありません。

社外監査役 佐々木 茂
大栄不動産デベロップ
メント㈱
代表取締役社長

当社と大栄不動産デベロップメント㈱との間で、取引はあり
ません。

　

　②当事業年度における主な活動
　 取締役会および監査役会への出席状況および発言状況

区 分 氏 名 当社での主な活動状況

社外取締役 緒 方 右 武
当事業年度の取締役会に２１回中２１回出席している他、その他の重要な会議
に出席し、議案審議等について、主に法令や定款の遵守に係わる観点から必要
な発言を行っております。

社外取締役 鈴 江 孝 裕
当事業年度の取締役会に２１回中１１回出席している他、その他の重要な会議
に出席し、長年にわたる企業経営者としての事業戦略に関する経験豊富な観点
から必要な発言を行っております。

社外監査役 妹 尾 佳 明
当事業年度の取締役会に２１回中２１回、監査役会に１９回中１８回出席して
いる他、その他の重要な会議に出席し、主に弁護士としての専門的見地から適
宜必要な意見を述べております。

社外監査役 佐々木 茂
当事業年度の取締役会に２１回中１７回、監査役会に１９回中１６回出席して
いる他、その他の重要な会議に出席し、主に金融・不動産分野における業務執
行・経営者としての観点から、適宜必要な意見を述べております。
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5. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称
　東陽監査法人
　
(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は会社法第427条第１項に基づき、
会計監査人との間で責任限定契約を締結し
ており、当該契約に基づく損害賠償責任限
度額は、金５百万円または法令の定める最
低責任限度額のいずれか高い額となりま
す。

　
(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
　① 当社の会計監査人としての報酬等の額

55百万円
② 当社および当社子会社が支払うべき金
銭その他の財産上の利益の合計額

63百万円
（注）１．当社監査役会は、日本監査役協会が公表

する「会計監査人との連携に関する実務
指針」を踏まえ、過年度の監査計画にお
ける監査時間の実績および報酬額の推移
並びに会計監査人の職務遂行状況を確認
し、当事業年度の監査計画及び報酬額の
妥当性を検討した結果、会計監査人の報
酬等について会社法第399条第1項の同意
を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約にお
いて会社法に基づく監査と金融商品取引
法に基づく監査の監査報酬の額を区分し
ておりませんので、①の金額には金融商
品取引法に基づく監査の報酬等の額を含
めております。

　
(4) 非監査業務の内容
　該当する事項はありません。

　
(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人の解任につきましては、会計
監査人が会社法第340条第1項各号に定める
いずれかの事由に該当した場合、監査役会
は監査役全員の同意により会計監査人を解
任いたします。この場合、監査役会が選定
した監査役は、解任後最初に招集される株
主総会におきまして、会計監査人を解任し
た旨と解任の理由を報告いたします。
　また、上記の場合の他、会計監査人の職
務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘
案して、監査役会は会計監査人の解任また
は不再任に関する議案の内容を決定し、取
締役会は当該決定に基づき、当該議案を株
主総会に提案いたします。
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6. 業務の適正を確保するための体制
および運用状況の概要

(1) 業務の適正を確保するための体制
　 当社は、業務の適正を確保するための体
制の整備について、取締役会決議により、
「内部統制システムの整備に関する基本方
針」を定めております。「内部統制システ
ムの整備に関する基本方針」につきまして
は、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.fujisash.co.jp/）に掲載して
おります。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用
状況の概要

　 当社は、取締役会で決議した「内部統制
システムの整備に関する基本方針」に基づ
き、内部統制システムを整備して運用をし
ております。上記各体制の整備および運用
状況については継続的に調査し、取締役会
へ報告するとともに、調査の結果を踏まえ
て、より適切な内部統制システムの構築に
努めております。
①コンプライアンスに関する取組み
　 「不二サッシ・コンプライアンス行動
規範」「不二サッシ・コンプライアンス
行動基準」の社内規程を整備するととも
に、コンプライアンスへの理解を深め、
健全な職務執行を行う環境を整備するた
め当社グループの役員、使用人等を対象
としたコンプライアンステストを定期的
に実施しております。また、当社の内部
通報窓口である、「不二サッシ企業倫理
ホットライン」についても周知活動を継
続し、問題の早期発見と改善に努めてお

　
　り、その運用・通報状況について定期的
に取締役会に報告を行っております。

②損失の危険の管理に関する取組み
　 重大なリスクが発生した場合は「緊急
対策検討委員会」を開催し、的確な対応
を速やかに決定しております。

③業務執行の適正および効率性の確保に関
する取組み
　 当社は、毎月開催される定例取締役会
のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催
し、業務執行の意思決定およびその監督
を有効に行っております。
　また、取締役、執行役員および部門長
で構成される「経営会議」では意思決定
に至る検討に深度を加えております。
　なお、社外取締役、社外監査役から
は、四半期毎に関係役員と意見交換会を
実施し、社外役員の方の意見を取り入れ
る機会を設け情報交換・認識共有を行い
企業価値向上を図っております。さらに
年に１度、取締役および監査役に対し
て、取締役会に対するアンケートを実施
し、取締役会の実効性に関する分析・評
価を行っております。

④当社グループにおける業務の適正の確保
に関する取組み
　 関係会社は、関係会社管理規程に基づ
き、定められた重要な事項について承認
申請・報告を行う体制としているほか、
関連事業部、監査部が定期的に監査・指
導を行っております。
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⑤監査役監査の実効性の確保に関する取組
み
　 当社は、監査役会を設けており、原則
として月１回以上開催し、監査に関する
重要な事項の決議・報告・協議を行って
おります。また、監査役は各種会議への
出席や決裁書等の閲覧により監査の実効
性を確保しております。
　

　

　

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　＜備考＞本事業報告は、次により記載しております。

1． 百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
なお、１株当たり当期純利益は四捨五入により表示しております。

2． 千株単位の株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
3． 比率は四捨五入により表示しております。
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連結計算書類
連結貸借対照表 （2019年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) 90,501 (負 債 の 部) 70,777

流 動 資 産 53,437 流 動 負 債 44,648
現 金 及 び 預 金 13,938 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 16,648
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 18,108 電 子 記 録 債 務 5,322
電 子 記 録 債 権 4,624 短 期 借 入 金 12,499
商 品 及 び 製 品 1,281 １年内償還予定の社債 600
仕 掛 品 11,628 リ ー ス 債 務 245
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 2,723 未 払 法 人 税 等 140
販 売 用 不 動 産 369 前 受 金 5,619
そ の 他 1,441 工 事 損 失 引 当 金 339
貸 倒 引 当 金 △678 そ の 他 3,233

固 定 資 産 37,063 固 定 負 債 26,128
有形固定資産 28,816 社 債 2,900
建 物 及 び 構 築 物 38,135 長 期 借 入 金 5,613
減価償却累計額及び減損損失累計額 △30,719 7,415 リ ー ス 債 務 1,452
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 41,459 繰 延 税 金 負 債 29
減価償却累計額及び減損損失累計額 △36,217 5,242 再評価に係る繰延税金負債 413
土 地 13,352 退 職 給 付 に 係 る 負 債 15,081
リ ー ス 資 産 2,392 資 産 除 去 債 務 297
減 価 償 却 累 計 額 △846 1,545 そ の 他 339
建 設 仮 勘 定 340 (純 資 産 の 部) 19,724
そ の 他 11,740 株 主 資 本 18,929
減価償却累計額及び減損損失累計額 △10,821 919 資 本 金 1,709

無形固定資産 319 資 本 剰 余 金 816
そ の 他 319 利 益 剰 余 金 16,418
投資その他の資産 7,928 自 己 株 式 △15
投 資 有 価 証 券 2,358 その他の包括利益累計額 661
長 期 貸 付 金 329 その他有価証券評価差額金 624
繰 延 税 金 資 産 4,011 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 0
そ の 他 2,136 土 地 再 評 価 差 額 金 1,505
貸 倒 引 当 金 △908 為 替 換 算 調 整 勘 定 △425

退職給付に係る調整累計額 △1,043
非支配株主持分 133

資 産 合 計 90,501 負 債 及 び 純 資 産 合 計 90,501
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連結損益計算書 （2018年４月１日から2019年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 98,254
売 上 原 価 84,333
売 上 総 利 益 13,921
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,099
営 業 利 益 821
営 業 外 収 益
受 取 利 息 19
受 取 配 当 金 74
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 55
電 力 販 売 収 益 144
保 険 配 当 金 222
受 取 賃 貸 料 38
受 取 保 険 金 20
そ の 他 109 685
営 業 外 費 用
支 払 利 息 247
手 形 売 却 損 11
電 力 販 売 費 用 139
減 価 償 却 費 10
そ の 他 156 564
経 常 利 益 941
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 6
投 資 有 価 証 券 売 却 益 12
補 助 金 収 入 15
負 の の れ ん 発 生 益 14 47
特 別 損 失
固 定 資 産 圧 縮 損 5
訴 訟 関 連 損 失 270
そ の 他 36 312
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 676
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 213
法 人 税 等 調 整 額 △160 52
当 期 純 利 益 624
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 8
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 615
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連結株主資本等変動計算書 （2018年４月１日から2019年３月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合 計

当 期 首 残 高 1,709 816 15,993 △9 18,509
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △189 △189
親会社株主に帰属する当期純利益 615 615
自己株式の取得 △5 △5
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 － － 425 △5 419
当 期 末 残 高 1,709 816 16,418 △15 18,929

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 810 0 1,505 △435 △1,227 652 158 19,320
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △189
親会社株主に帰属する当期純利益 615
自己株式の取得 △5
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △185 0 10 184 9 △25 △15

当 期 変 動 額 合 計 △185 0 － 10 184 9 △25 403
当 期 末 残 高 624 0 1,505 △425 △1,043 661 133 19,724
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2019年５月22日

不二サッシ株式会社
　取 締 役 会 御 中

東陽監査法人
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 鈴 木 裕 子 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 菊 地 康 夫 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 米 林 喜 一 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、不二サッシ株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日ま
での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に
関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、不二サッシ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は2019年４月23日開催の取締役会において、日本防

水工業株式会社及び日本スプレー工業株式会社の株式を取得して子会社化することを決議し、2019年４月25日付で
株式譲渡契約を締結し、2019年５月８日に当該株式を取得している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類
貸借対照表 （2019年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) 58,305 (負 債 の 部) 45,379

流 動 資 産 27,608 流 動 負 債 29,224
現 金 及 び 預 金 5,957 支 払 手 形 3,507
受 取 手 形 1,771 電 子 記 録 債 務 7,014
電 子 記 録 債 権 3,332 買 掛 金 5,001
売 掛 金 5,343 短 期 借 入 金 5,100
商 品 及 び 製 品 886 １ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 600
仕 掛 品 7,633 １年内返済予定の長期借入金 1,952
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 60 リ ー ス 債 務 203
販 売 用 不 動 産 183 未 払 金 259
前 払 費 用 164 未 払 費 用 451
短 期 貸 付 金 1,572 未 払 法 人 税 等 21
未 収 入 金 1,498 前 受 金 4,276
立 替 金 160 預 り 金 305
そ の 他 26 前 受 収 益 16
貸 倒 引 当 金 △983 工 事 損 失 引 当 金 92

そ の 他 421
固 定 資 産 30,697 固 定 負 債 16,154
有形固定資産 16,256 社 債 2,900
建 物 23,284 長 期 借 入 金 4,208
減価償却累計額及び減損損失累計額 △18,938 4,346 リ ー ス 債 務 1,380
構 築 物 1,900 退 職 給 付 引 当 金 7,239
減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,674 225 資 産 除 去 債 務 219
機 械 及 び 装 置 7,280 そ の 他 206
減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,522 757
車 両 運 搬 具 46
減価償却累計額及び減損損失累計額 △43 3
工 具、 器 具 及 び 備 品 5,323
減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,069 254
土 地 8,945
リ ー ス 資 産 2,097
減 価 償 却 累 計 額 △657 1,440
建 設 仮 勘 定 283
無形固定資産 227 (純 資 産 の 部) 12,926
ソ フ ト ウ エ ア 223 株 主 資 本 12,431
そ の 他 3 資 本 金 1,709
投資その他の資産 14,213 資 本 剰 余 金 791
投 資 有 価 証 券 1,764 資 本 準 備 金 791
関 係 会 社 株 式 10,149 利 益 剰 余 金 9,939
長 期 貸 付 金 604 そ の 他 利 益 剰 余 金 9,939
敷 金 及 び 保 証 金 257 繰 越 利 益 剰 余 金 9,939
破 産 更 生 債 権 等 559 自 己 株 式 △9
繰 延 税 金 資 産 1,589 評価・換算差額等 494
そ の 他 248 その他有価証券評価差額金 494
貸 倒 引 当 金 △960 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 0

資 産 合 計 58,305 負 債 及 び 純 資 産 合 計 58,305
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損益計算書 （2018年４月１日から2019年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 47,630
売 上 原 価 41,758
売 上 総 利 益 5,872
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,740
営 業 利 益 131
営 業 外 収 益
受 取 利 息 11
受 取 配 当 金 435
保 険 配 当 金 79
受 取 賃 貸 料 414
電 力 販 売 収 益 144
そ の 他 25 1,110
営 業 外 費 用
支 払 利 息 174
手 形 売 却 損 0
賃 貸 費 用 369
電 力 販 売 費 用 139
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 38
そ の 他 118 841
経 常 利 益 401
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 12 12
特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 6
そ の 他 0 6
税 引 前 当 期 純 利 益 407
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △110
法 人 税 等 調 整 額 9 △101
当 期 純 利 益 508
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株主資本等変動計算書 （2018年４月１日から2019年３月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金 利益

剰余金
合計繰越

利益
剰余金

当 期 首 残 高 1,709 791 791 9,620 9,620 △9 12,112
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △189 △189 △189
当 期 純 利 益 508 508 508
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 － － － 319 319 △0 319
当 期 末 残 高 1,709 791 791 9,939 9,939 △9 12,431

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 632 0 632 12,744
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △189
当 期 純 利 益 508
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △138 0 △137 △137

当 期 変 動 額 合 計 △138 0 △137 181
当 期 末 残 高 494 0 494 12,926

事業報告書 2019年05月23日 13時48分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



　　 　 　 　
　 22 　 　
　　 　 　 　

　　 　 　 　

会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2019年５月22日

不二サッシ株式会社
　取 締 役 会 御 中

東陽監査法人
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 鈴 木 裕 子 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 菊 地 康 夫 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 米 林 喜 一 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、不二サッシ株式会社の2018年4月1日から2019年3月31
日までの第38期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属

明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ

れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した
会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属
明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
強調事項
　重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は2019年４月23日開催の取締役会において、日本防
水工業株式会社及び日本スプレー工業株式会社の株式を取得して子会社化することを決議し、2019年４月25日付で
株式譲渡契約を締結し、2019年５月８日に当該株式を取得している。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第38期事業年度の取締役の職務の執行に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。
　
1． 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１） 監査役会は、当期の監査の方針、職務の分担等監査計画を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

（２） 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の計画に従い、取締役、内部監査
部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下
の方法で監査を実施しました。

　 ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　 ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。
　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び東陽監査法人から当該内部統制の評価及
び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　 ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2． 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。なお、財務報告に係る内部統制の評価及び監査は未了です。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2019年５月23日

不二サッシ株式会社 監査役会
常勤監査役 磯 典 雄 ㊞
社外監査役 妹 尾 佳 明 ㊞
社外監査役 佐 々 木 茂 ㊞

以 上
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〈メ モ 欄〉
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事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日まで
定時株主総会 毎年６月に開催
期末配当基準日 ３月31日
中間配当基準日 ９月30日
その他の基準日 上記の他、必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
および特別口座の 三井住友信託銀行株式会社
口座管理機関

( )郵送物送付先
お 問 合 せ 先

〒168－0063 東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
TEL.0120－782－031（フリーダイヤル）

単 元 株 式 数 100株
公 告 方 法 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公

告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
公告掲載URL http://www.fujisash.co.jp/

不二サッシ株式会社
〒212－0058
神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目１番２号 Tel.（044）520－0034
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